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生活環境課からのお知らせ

収
集
で
き
な
い
ご
み
に
ご
注
意
を

　

ご
み
は
、
家
庭
か
ら
出
た
も
の
で

あ
っ
て
も
、
処
理
施
設
（
常
総
環
境

セ
ン
タ
ー
）
で
処
理
で
き
な
い
も
の

は
、
収
集
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
常
総
広
域
圏
家
庭
ご
み
分

別
の
手
引
き
Ｐ
26
〜
27
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

※
事
業
系
の
ご
み
は
集
積
所
に
は
出

せ
ま
せ
ん
。

※
産
業
廃
棄
物
の
処
理
は
、
常
総
環

境
セ
ン
タ
ー
で
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

【
品
目
別
問
い
合
わ
せ
先
】

■
家
電
４
品
目

　

エ
ア
コ
ン
、
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
、

洗
濯
機
、
衣
類
乾
燥
機
は
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
法
に
よ
り
、
回
収
と
リ
サ
イ

ク
ル
に
か
か
る
費
用
は
、
こ
れ
ら
の

製
品
を
排
出
す
る
も
の（
使
っ
た
人
）

が
リ
サ
イ
ク
ル
料
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
生
活
環
境
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
バ
イ
ク

　

原
付
バ
イ
ク
を
含
め
た
オ
ー
ト
バ

イ
の
処
分
は
二
輪
車
リ
サ
イ
ク
ル

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
５
０
‐

３
０
０
０
‐
０
７
２
７
）
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
パ
ソ
コ
ン

　

家
庭
で
不
要
に
な
っ
た
パ
ソ
コ
ン

は
パ
ソ
コ
ン
メ
ー
カ
ー
が
回
収
し
再

資
源
化
し
ま
す
。
廃
棄
す
る
パ
ソ
コ

ン
の
メ
ー
カ
ー
ま
た
は
パ
ソ
コ
ン
３

Ｒ
推
進
協
会
（
☎
03
‐
５
２
８
２
‐

７
６
８
５
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
購
入
店
ま
た
は
廃
棄
物
処
理
専
門

業
者
へ
処
分
を
依
頼
す
る
も
の
】

■
危
険
物

　

ガ
ス
ボ
ン
ベ
、
医
療
廃
棄
物
（
感

染
症
の
恐
れ
の
あ
る
も
の
）
劇
毒
物
、

農
薬
、塗
料
、廃
油（
食
用
油
を
除
く
）、

火
薬
、
消
火
器
な
ど

■
土
砂
類

　

土
、
石
、
砂
、
燃
え
が
ら
（
焼
却

灰
）
な
ど

■
建
築
廃
材

　

瓦
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
レ
ン
ガ
、

タ
イ
ル
、
保
温
材
、
浴
槽
（
Ｆ
Ｒ
Ｐ
、

人
造
大
理
石
製
）、

■
自
動
車
部
品
材

　

タ
イ
ヤ
（
外
径
76
㌢
よ
り
大
き
い

も
の
）、
バ
ッ
テ
リ
ー
、
マ
フ
ラ
ー
、

バ
ン
パ
ー
な
ど

■
そ
の
他

　

ピ
ア
ノ
、
農
機
具
（
50
㌔
よ
り

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

　

一
部
の
心
な
い
人
に
よ
り
、山
林
、

道
路
際
、
河
川
敷
、
空
き
地
な
ど
で

不
法
に
投
棄
さ
れ
た
廃
棄
物
が
あ
と

を
絶
た
ず
、
投
棄
場
所
に
つ
い
て
も

増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

不
法
投
棄
は
、罪
が
非
常
に
重
く
、

個
人
の
場
合
５
年
以
下
の
懲
役
、
も

し
く
は
１
千
万
円
以
下
の
罰
金
、
法

人
の
場
合
で
悪
質
な
ケ
ー
ス
は
な
ん

と
、
１
億
円
以
下
の
罰
金
が
処
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
さ
れ
た
廃
棄
物
を
放
置

す
る
こ
と
は
、
美
観
を
損
な
う
ば
か

り
か
、
新
た
な
不
法
投
棄
を
誘
発
し

て
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
し
、
生
活

環
境
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

そ
し
て
、
よ
く
誤
解
さ
れ
て
い
る

の
が
、
自
分
の
土
地
な
ら
不
法
投
棄

に
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
方
が
多

い
こ
と
で
す
。
他
人
の
土
地
で
も
自

分
の
土
地
で
も
ご
み
を
捨
て
る
行
為

は
決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

ご
み
の
投
棄
は
量
の
多
少
で
は
な

く
、
モ
ラ
ル
の
問
題
で
す
。
皆
さ
ん

の
手
で
豊
か
な
自
然
を
守
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
不
法
投
棄
の
防
止
に
は
不

法
投
棄
さ
れ
な
い
環
境
を
つ
く
る
こ

と
も
大
切
で
す
。
特
に
自
己
所
有
地

や
管
理
地
へ
の
不
法
投
棄
も
多
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、所
有
者
・

管
理
者
の
皆
さ
ん
は
柵
等
の
設
置
を

行
い
、
不
法
投
棄
の
未
然
防
止
に
努

め
て
く
だ
さ
い
。

も
し
、
大
量
・
悪
質
な
不
法
投
棄
し

て
い
る
現
場
を
見
か
け
た
ら
、
市
役

所
生
活
環
境
課
廃
棄
物
対
策
室
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

無
許
可
の
不
用
品
回
収
業
者
に
は
渡
さ
な
い
で

　

不
要
に
な
っ
た
家
電
製
品
を
処
分

す
る
と
き
は
、「
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
の
許
可
を

得
て
な
い
無
許
可
の
不
用
品
回
収
業

者
に
は
、
絶
対
に
渡
さ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

■
こ
ん
な
回
収
業
者
は
要
注
意

　

軽
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
で
一
般
家
庭
や

事
業
者
な
ど
を
回
っ
て
戸
別
回
収
し

た
り
、
空
き
地
な
ど
特
定
の
場
所
を

指
定
し
て
持
ち
込
ま
せ
た
り
、
チ
ラ

シ
を
配
布
し
た
り
し
て
使
用
済
み
の

家
電
製
品
な
ど
を
回
収
す
る
業
者
の

ほ
と
ん
ど
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運

搬
業
の
許
可
や
市
の
委
託
を
受
け
て

お
ら
ず
、「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
」
に
抵
触
す
る
も

の
で
す
。

■
有
害
物
質
を
含
む
家
電
も

　

家
電
製
品
に
は
フ
ロ
ン
ガ
ス
や
鉛

な
ど
の
有
害
物
質
を
含
む
も
の
が
あ

り
、
こ
れ
ら
の
不
用
品
回
収
業
者
に

回
収
さ
れ
た
も
の
は
、
適
正
な
処
理

が
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
せ

ん
。小
型
家
電
は
回
収
ボ
ッ
ク
ス
へ
、

そ
の
他
は
市
が
指
定
す
る
事
業
者
に

引
き
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

■
家
電
の
処
分
は
ル
ー
ル
を
守
ろ
う

　

テ
レ
ビ
や
エ
ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
・

冷
凍
庫
・
洗
濯
機
・
乾
燥
機
と
い
っ

た
家
電
４
品
目
の
回
収
は
、
家
電
リ

サ
イ
ク
ル
法
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
排

出
す
る
か
、
買
替
え
を
し
た
家
電
販

売
店
へ
引
き
渡
し
ま
し
ょ
う
。

× ××
重
い
も
の
）、
動
物
の
フ
ン
、
農

業
用
ビ
ニ
ー
ル
、
金
庫
（
耐
火
性

の
も
の
）、
切
り
株
、
ド
ラ
ム
缶

な
ど

問　 谷和原庁舎生活環境課（廃棄物対策室）　☎ 58‐ 2111（内線 8134 ～ 8138）


